


ご契約時の年齢が 65～69 歳の対象期間は、3年となります。

インフレにより保険金受取額が目減りしないように、物価上昇に合わせて保険金額の支払額を逓増させてお支払いします。

精神障害による就業不能も一部補償します。最長２年間の補償となります。（薬物依存、アルコール依存等は対象とはな
りません。）
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